
令 和 ３ 年 度 事 業 計 画 
 

令和３年度の一般財団法人鳥取市教育福祉振興会事業計画は、次に定めるところ

による。 

 

Ⅰ．基本方針 
 

（１）本法人は、市民の心身の健康と、安定した生活及び地域社会の発展に寄与す

るため、所有する施設と、鳥取市から指定された施設を適切に管理すると共に

、それらの施設を活用し、生涯学習の推進、文化芸術及び体育の振興を図る。 

 

（２）鳥取市の指定管理施設２件（鳥取市文化センター、鳥取市民会館）は、指定

期間の３年目を迎える。協定内容の確実な履行を果たし、市民に親しまれ、必

要とされる組織となることを目指す。 

 

（３）鳥取市国府町コミュニティセンター及び鳥取市国府町農村勤労福祉センター

プールの指定管理は、新たな５年指定の最初の年度となる。市民に親しまれる

ようサービス提供に努め、協定内容の確実な履行を果たしていく。 

 

（４）旧市民体育館グループ管理施設のうち、引き続き指定管理の対象となった鳥

取市武道館及び鳥取市千代・城北テニス場は、新たな５年指定の最初の年度と

なる。市民に親しまれるようサービス提供に努め、協定内容の確実な履行を果

たしていく。 

 

Ⅱ．事業内容 
 

 

１．所有する教育、文化、体育施設の活用 

 

（１）所有施設の管理運営 

・鳥取市教育福祉会館（鳥取市福祉文化会館） 

・国府町体育館 

 

（２）所有施設の提供 

・鳥取市北青少年研修センター（久松会館） 地区公民館として活用 

・鳥取市東コミュニティセンター（山の手会館） 地区公民館として活用 

・津ノ井体育館 地区体育館として活用 

・河原市民プール ６月～８月のみ使用 

 

２．鳥取市武道館等の管理運営 

 

（１）施設管理 

・鳥取市武道館 

・鳥取市千代テニス場・鳥取市城北テニス場 ４月～１２月・３月 



 

（２）自主企画事業 

①鳥取市武道館の自主事業（５教室開催） 

柔道教室、剣道教室、少年柔道安全講習会、剣道ミニレッスン、リ

ラックスヨガ教室の５教室開催。 

 

・リラックスヨガ教室（初心者向け）５月～７月（計８回） 

ヨガを行うことで、姿勢が良くなり、腰痛防止や肩こり解消にも効

果。筋肉をしなやかにしゆったりと身体を動かし、リラックスしなが

ら体の歪みを整えるヨガの効用について理解を深める。 

 

・少年柔道安全講習会 小学生対象 

子供たちの柔道練習及び試合で怪我をしない、させない柔道の基本

技術と安全対策を学び、安全で楽しい柔道の習得を図る。 

 

・剣道ミニレッスン 幼児、小学生対象 

日本の伝統的な武道である剣道の体験型ミニレッスン幼児・小学生

対象に実施し、礼儀、剣道の礼法と楽しさを体験し将来の剣道競技者

の増員を図る。 

 

 ・柔道教室 幼児から一般対象 

柔道の基本動作、技の習得及び自由練習を行う。また、この教室を

通して礼を身につけ、団体の中で協調性を養い、人を思いやり、大切

にする心を育成する。 

 

・剣道教室 幼児、小学生対象 

剣道の基本動作、技の習得及び自由練習を行う。また、この教室を

通して礼を身につけ、団体の中で協調性を養い、人を思いやり、大切

にする心を育成する。 

 

 

３．鳥取市文化センターの管理運営 

 

（１）施設管理 

・鳥取市文化センター 

・鳥取市文化ホール 

 ※令和３年８月から令和４年９月までホール天井修理工事 

・鳥取市こども科学館 

 

（２）自主企画事業 

 

①鳥取市文化センターの自主事業（５事業） 

 

・ギャラリーコンサート（年６回開催） 



地元音楽家及び県出身音楽家出演による、幅広い方々が楽しめ、参加

できるコンサート。１回３０分。生の音楽を気軽に楽しんで頂き、文化

芸術の裾野を広げ、施設の活性化を図る。 

 

・ミニアートギャラリー（年４回開催） 

地元文化団体による絵画など気軽にふれることが出来る展示会。市民

文化交流の場を提供し、芸術の普及と施設の活性化を図る。 

 

・「親子でたのしむひょっこりシネマ」（年２回開催） 

文化センター１階展示ホールをミニシアターとして活用し、市内自主

上映団体「クララとクロダのひょっこりシネマ」と文化センタースタッ

フによる親子で楽しめる映画上映会。 

 

・「おもしろいことをさがそう」（通年で随時開催：要予約） 

市内の小・中学校の児童、生徒を対象とし、施設の機能を活用した理

科学習、舞台、工作、ユニバーサルデザイン等を楽しく体験できる事業

を実施し、学びの場を提供する。 

 

 

・○新「幼児向けイベント」（年４回開催） 

未就学児とその保護者を対象に読み聞かせを通じて、次世代を担う

子どもたちの想像力を育み、健全育成を図る。 

 

②文化ホール自主事業（３事業） 

 

・スタインウェイピアノを弾こう！ 

・ダンスワークショップ２０２１ 

・合唱フェスティバルＡｍａｂｉｌｅ（開催場所：市民会館） 

 

③こども科学館自主事業 

 

・年間講座（６講座：アート、プログラミング、わくわく科学、チャレン

ジ科学、親子陶芸、体験ワークショップ） 

 

・展示事業（３事業：「全国科学館連携協議会巡回展」１件、「目指せ貝

族王」、「宇宙の写真展」 

 

・企画事業（１２事業：「サイエンスショー（春・夏・秋・冬）」「レゴ 

 EV-3 自動運転プログラミング体験」「親子で夏休みの工作を楽しもう」 

 「親子でチャレンジクッキング（夏・秋）」「フィールドワークショッ

プきのこ観察」「移動プラネタリウムを体験しよう」「作って遊ぼ！」

「宇宙ふしぎ体験」 

 

・アウトリーチ事業（１事業：科学のときめき宅配便）（年２回開催） 



 

・市民参画事業（１事業：鳥取こどもまつり） 

 

・展示事業（１事業：常設展示） 

 

（３）ファブラボとっとり管理受託事業 

ものづくり体験を通じて、市民の生涯学習の振興を図る。 

・電子工作とプログラミング（年９回開催） 

・木工作（木のおもちゃ） 

・刺繍のワークショップ（オリジナルトートバック）小学生の親子対象 

・LED ライトを使ったクリスマス工作 

 ※定員各５人～１０人 

 

（４）生涯学習推進講座「麒麟のまちアカデミー」 

鳥取市尚徳大学(高齢者対象の生涯学習講座） 

高齢者の社会的知識を高め、社会参加を促す学習機会を提供するととも

に学習した知識を地域に還元する等、受講生の生きがいづくりを助ける。 

・会場:文化センター、市民会館 

・専門コース（８コース） 

※受講生 860 名 

※新型コロナの影響により、新しい生活様式を取り入れた生涯学習振興が 

求められている。例年通りの会場では感染症対策を講じることが困難なた 

め、文化センター大会議室から市民会館大ホールへ会場を変更するなどの 

処置をして開催予定。 

 

    鳥取市民大学(一般市民対象の生涯学習講座) 

会場:文化センター、文化センターサテライトオフィス（福文） 

    ・技能コース（書道、茶道、華道、バランストレーニング、特別教室） 

    ・教養コース（知ろうよ鳥取講座、目指せマイスター講座） 

    ※勤労青少年ホームの教養講座を一部技能コースで継承 

※定員各１０人～５０人 

 

 

４．鳥取市民会館の管理運営 

 

 

（１）施設管理 

 

（２）自主企画事業 

 

① 鑑賞事業（８事業） 

 

・クララとクロダのひょっこりシネマ上映会「エンディングノート」 



市民が多様なジャンルの文化芸術に触れることを目的とし、優れた映

画作品や鳥取未公開の秀作を発掘・上映する。 

・０歳児からのコンサート（次世代育成推進事業） 

文化芸術に触れる機会を得ることが難しい乳幼児とその保護者を対

象とし、子どもに生の音楽を触れさせることができるコンサート。

出演者は地元若手音楽家を起用し、文化芸術実践者の育成も同時に

図る。 

・劇団「野の花ものがたり」 

（鳥取演劇鑑賞会共催。鳥取市の小さなホスピス「野の花診療所」の院

長であり、エッセイやレポート、講演などで多くのファンをもつ徳永

進先生をモデルにした劇団民藝による演劇。） 

・グランプリ・コンサート２０２１鳥取公演 

・映画上映会 

（鳥取コミュニティシネマ共催。内容未定。） 

・劇団角笛「シルエット劇場」（次世代育成推進事業） 

（幼児向け影絵劇） 

 

② 普及啓発・育成事業（４事業） 

・市民サロンギャラリー展示（年４回開催） 

 ※内１回、体験型ワークショップを開催 

・スタインウェイピアノを弾こう！ 

（ホール資産の有効活用事業） 

・中学生のための吹奏楽クリニック２０２１（次世代育成推進事業） 

     ・和太鼓ワークショップ（次世代育成推進事業） 

 

 

 

③ 参加創造事業（２事業） 

 

・因幡和太鼓の祭典 

（地元団体とプロ共演によるコンサート。しゃんしゃん祭連携事業。） 

・第５回鳥取県東部中学生吹奏楽フェスティバル 
（県東部中学吹奏楽部から４校を募り、技術研修、交流、演奏披露を行う。） 

 

   次世代育成推進事業は、若年層を対象とした文化芸術事業を行い、文化芸術の振興と

次世代育成の推進を目的とする。 

   また、若年層に文化芸術に興味を持ってもらう趣旨であり、教育的性質が強いため参

加料無料で開催する。 

   今年度の事業はそれぞれ年に１回づつ、会場は鳥取市民会館で実施する。 

 

５．その他の主要事業 鳥取市国府町コミュニティセンターほか１施設の管理運営 

 

（１）施設管理 

・鳥取市国府町コミュニティセンター 

・鳥取市国府町農村勤労福祉センタープール 



 

（２）自主企画事業 

 

・ホールコンサート「きなんせ」（年１回） 

地元の文化団体、芸術家の協力により、無料で楽しめる音楽演奏、人形劇、

朗読劇などのイベントを計画。 

 

・幼児のための読み聞かせ（年２回） 

未就学児とその保護者を対象に、読み聞かせを通じて、次世代を担う子ども

たちの想像力を育み、健全育成を図る。 

 

・天体観測会（年１回） 

市内の小学生を対象に、敷地内にある天体望遠鏡を使い、鳥取市天文協会講

師と、真夏の天体観測を楽しむ。 

 

・水泳教室（年１回） 

夏休み中の市内小学生を対象に、鳥取市水泳協会指導員から、水泳の基本や

楽しさを学ぶ。 

 

 

６．その他定款の目的を達成するために必要な事業 

 

（１）各種文化・芸術活動への協賛・後援 

・鳥取市民美術展 版画部門（協賛） 

・鳥取しゃんしゃん祭（協賛） 

・その他、地方自治体、文化団体等の活動に対する名義後援、広報協力 

 

（２）あいサポート運動の推進 

＜平成３０年１月５日より「あいサポート企業（団体）認定」＞ 

 

 


